
平成 21 年度第３回後見的支援推進プロジェクト 

（障害者施策検討部会専門委員会）次第 

                                 

 

平成 21 年 7 月 17 日（金）午後２時～ 
関内中央ビル（公社側）５Ｂ会議室 

 

  

 １ 前回の議論の整理 

 

２ 後見的支援の仕組み（案）の検討 

  

３ まとめ 

  

 

次回開催日 8 月 18 日（火）午後 2時～4時 

開催場所 関内中央ビル（公社側）３Ａ会議室 

 

 

   



平成２１年７月１７日
資料１

後見的支援推進プロジェクトで議論する部分（網掛け部分） ＜成年後見＞
財産管理

後見的制度を考える環境の整備（バトン、成育歴、将来ビジョン） 身上監護
本人を理解するための情報 ・被後見人の身上を看護し保護すること
生きる力をつける ・医療に関する契約や支払に関すること全般、・介護等

に関する契約（要介護の請求認定・不服申立・サービス
の契約等）、・住まいに関する契約、・施設に関する契
約、・教育やリハビリに関する契約

療育 ・法律行為に付随する事実行為 
・身上監護業務遂行上不可欠な親族等との連絡調整
・その他契約の履行に関する追跡調査
・本人の住居・福祉施設を決定するための情報収集な
らびに本人の意思確認
・本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況
把握

・福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監
視・監督行為
・福祉施設等を利用する本人の意思・苦情等の聴取

・本人の心身状態、生活状態、社会参加に対する希望
の把握ならびに意思確認

０歳
・本人をとりまく支援関係者とのカンファレンスや状況確
認・連絡・調整

制
度

地域の見守り

学校 日中活動

GH　一人暮らし等

　

本
人
を
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組
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親

成人期

　

　
　
　

成人期２

見守り
生活支
援

親のしてい
ること（生
活コーディ
ネート/身
上監護）

社会資源

地域

在宅

学校

親

余暇

放課後

在宅 在宅

日中活動

余暇 余暇

GH・在宅

日中活動

法定後見
・財産管理
・身上監護

・見守り、生活支援
・相談

2009/8/24



平成２１年７月１７日 
資料２－１ 

 
 

 

あんしん

ノート 

 

 

 

 

連

携 

・本人情報の提供

・支援要請 

 
「親なき後も地域であんしんして暮らすために、親ある今のうちから「本人」を支える仕組を考える」（～成人期１) 案１ 

 
 
 
  
 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

 
④通所先・GH、ホームヘルプ、ショートスティ、アシスタン

トなど公的制度 

 

 

②あんしんキーパー 

 
①コーディネーター 

 

 
 
 
 
本人 

障害者 

 

 
相談支援 

 

 

障害者地域活動ホームなど相談支援機関 

 

 

 

後見的支援サービス提

供 

 

運営法人 

登録 

研修 

 

緊急時ホットライン 窓口 

 

 
通報 

 

市役所 

 
法人選

定 

 
運営支

援 

         支援要請 

通報 

安心して日々

の生活を送れ

る地域社会 

日常の変化に気

づく 
窓口案内 

生活支援 

相談 ｷ ｰ ﾊ ﾟ ｰ探

し・支援 

 
 

③成年後見人  

区 

チーム後見・支援 



平成２１年７月１７日 
資料２－２ 

親なき後も地域であんしんして暮らすために、親ある今のうちから「本人」を支える仕組の図それぞれの役割 案１ 

名称（仮） いつ 何を どこで 誰 

①コーディネーター 
・ 本人及びあんしん

ｷｰﾊﾟｰを定期訪問 

・ あんしんｷｰﾊﾟｰ探しの支

援 
 福祉専門職 

②あんしんキーパー 

・ 本人を定期訪問 

・ 通常の日常生活の

中で 

・ 日常の変化に気づく 

・ 窓口案内 

・ 生活支援 

本人の住む地域で 

通常の日常生活の中で 

各サービス提供場所 

近隣住民（民生委員） 

身近な相談者 

地域に住む親の会等 

③成年後見人 
・ 契約行為をする時

等 

・ 本人の権利擁護 

・ 財産管理 

・ 身上監護 

単独 
後見人（弁護士・司法書

士等） 

④通所先・GH、ホーム

ヘルプ、ショートス

ティ、アシスタント

など公的制度 

・ 本人が通ってくる

時 

・ 本人の日常 

・ 本人の状況把握 

・ 本人の生活支援 

・ 本人の制度利用 

各サービス提供場所 サービス提供事業者 

⑤障害者地域活動ホ

ームなど相談支援

機関 

・ サービス調整が必

要なとき等 

・ 相談支援 

・ チーム支援調整 

・ 本人をとりまく社会資源

の調整 

相談支援機関 相談支援員・福祉専門職 

地域での見守り 
・通常の日常生活の中

で 
・ 地域で受入れる 

本人の住む地域で 

通常の日常生活の中で 
近所の普通の人 



平成２１年７月１７日 
資料３－１ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

   
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

②あんしんキーパー 

「親なき後も地域であんしんして暮らすために、親ある今のうちから「本人」を支える仕組を考える」（～成人期２) 案２ 

 
日常相

談支援
①コーディネ

ーター 

 

 

後見的支援サービス提

供 

 

運営法人 

あんしんｷｰﾊﾟｰ登録 

あんしんｷｰﾊﾟｰ研修 

 

緊急時ホットライン 窓口 

 

 

市役所 

安心して日々

の生活を送れ

る地域社会 

 
③成年後見人 

 

⑤障害者地域活動ホームなど

相談支援機関 

 

区 

 
 
 
本人 
 

障害者

 

あんしん

ノート 

 

アシスタントなど公的制度 

 

④通所先                                 GH 

 

 

ホームヘルプ                    ショートスティ 

2)本人情報の提供・ 

支援要請 

1) 緊

急 時

通報 

3)緊急時チー

ム後見・支援 

緊急時通報 

 
法人選

定 

 
運営支

援 

支援要請 

 
 



平成２１年７月１７日 
資料３－２ 

親なき後も地域であんしんして暮らすために、親ある今のうちから「本人」を支える仕組の図それぞれの役割 案２ 

名称（仮） いつ 何を どこで 誰 

①コーディネーター ・ 緊急時 

・ 緊急時の本人の状況整理

・ 緊急時に本人をとりまく

社会資源を整理 

・ 緊急時チーム支援調整 

本人の住まい等に出向い

て 
福祉専門職 

②あんしんキーパー 

・ 本人を定期訪問 

・ 通常の日常生活の

中で 

・ 日常の変化に気づく 

・ 窓口案内 

・ 生活支援 

本人の住む地域で 

通常の日常生活の中で 

各サービス提供場所 

近隣住民（民生委員） 

地域に住む親の会等 

③成年後見人 
・ 契約行為をする時

等 

・ 本人の権利擁護 

・ 財産管理 

・ 身上監護 

単独 
後見人（弁護士・司法書

士等） 

④通所先・GH、ホーム

ヘルプ、ショートス

ティ、アシスタント

など公的制度 

・ 本人が通ってくる

時 

・ 本人の日常 

・ 本人の状況把握 

・ 本人の生活支援 

・ 本人の制度利用 

各サービス提供場所 サービス提供事業者 

⑤障害者地域活動ホ

ームなど相談支援

機関 

・ サービス調整が必

要なとき等 

・ 相談支援 

・ チーム支援調整 

・ 本人をとりまく社会資源

の調整 

相談支援機関 相談支援員・福祉専門職 

本人の住む地域で 

通常の日常生活の中で 
・ 地域で受入れる 地域での見守り 

・通常の日常生活の中

で 
近所の普通の人 
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